
加盟国体殿

日薬連発第 127号

平成 31年 2丹20 B 

日本製薬自体連合会

医薬品、匿療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第二条第十五項に規定する指定薬物及び用法第七十六条の四に規定

する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)

標記につき、平成 31年 2月 19日付け薬生発 0219第 1号にて厚生労働省医薬・生

活衛生局長より通知が発出されました。(呂薬連会長宛:薬生発 0219第 3号)

つきましては、本件につき貴会会員に府知頂きたく御連絡申し上げます。












